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平成２０年

１０月　２日 熊本市・城南町合併協議会を設置、県へ届出

１０月３１日 第１回熊本市・城南町合併協議会開催

１１月２５日 第１回議員専門部会開催

１２月　１日 第２回熊本市・城南町合併協議会開催

平成２１年

１月２３日 第２回議員専門部会開催

１月２９日 第３回熊本市・城南町合併協議会開催

２月１７日 第３回議員専門部会開催

２月２４日 第４回熊本市・城南町合併協議会開催

３月２７日 第５回熊本市・城南町合併協議会開催

４月２３日 第４回議員専門部会開催

４月２８日 第６回熊本市城南町合併協議会開催

５月１８日 第５回議員専門部会開催

 ５月２１日～６月１日 熊本市内９ヵ所１０会場で住民説明会開催

５月２２日 第７回熊本市・城南町合併協議会開催

５月３１日～６月２０日 城南町にて住民説明会の開催（計３１回）

６月１２日
熊本市議会開会
冒頭で自民党市議団など４会派が提案した、城南、植木２町との各合併協議会（法定
協）で承認した「新市基本計画」の実現を求める決議を賛成多数で可決

６月１５日 「熊本市・城南町新市基本計画」を県知事へ提出

６月２３日 城南町で熊本市と合併することについての賛否を問う住民投票の告示

６月２８日 城南町で熊本市と合併することについての賛否を問う住民投票（即日開票）

（投票率79.53%、賛成6,782票、反対5,844票）合併賛成過半数を得る。

７月　６日 熊本市・城南町合併協定調印式開催

７月１０日 城南町議会臨時会で廃置分合関連議案が可決

７月１３日 熊本市議会臨時会で城南町・植木町との廃置分合関連議案が可決

７月１７日 県知事へ廃置分合及び合併特例区設置認可申請書の提出

９月１４日

熊本県議会にて廃置分合議案が可決

県知事による廃置分合の決定　・・・・・・・・・・・・・・別紙１－１
　　　　　　　　  合併特例区設置の認可　・・・・・・・・別紙１－２

１０月１６日 総務大臣による廃置分合の告示　・・・・・・・・・・・・別紙２

平成２２年

２月１９日 第８回熊本市・城南町合併協議会開催

３月２２日 熊本市・城南町合併協議会の廃止

３月２３日 新「熊本市」の誕生

熊本市・城南町合併協議会の経緯（概要）
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議案第１１号 

 

 

 

  熊本市・城南町合併協議会の廃止について 

 
熊本市・城南町合併協議会の廃止については、次のとおりとする。 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び

第２５２条の６の規定により、熊本市・城南町合併協議会を平成２２

年３月２２日限りで廃止する。 

 

 

 

平成２２年２月１９日 提出 

 

        熊本市・城南町合併協議会会長 幸 山 政 史 
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熊本市・城南町合併協議会の廃止までの手続きについて 

1. 手続き 

（1） 熊本市議会及び城南町議会において、熊本市・城南町合併協議会廃止議案

の議決 

 

（2） 熊本市長と城南町長において熊本市・城南町合併協議会の廃止に関する協

議書の締結 

 

（3） 熊本市及び城南町で熊本市・城南町合併協議会の廃止について告示 

 

（4） 熊本県知事へ熊本市・城南町合併協議会廃止の届出 

 

2. 根拠法令 地方自治法 

地方自治法抜粋 

 (協 議 会 の 設 置 ) 

第 ２ ５ ２ 条 の ２  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、普 通 地 方 公 共 団 体 の 事 務 の 一 部 を

共 同 し て 管 理 し 及 び 執 行 し 、若 し く は 普 通 地 方 公 共 団 体 の 事 務 の 管 理 及

び 執 行 に つ い て 連 絡 調 整 を 図 り 、又 は 広 域 に わ た る 総 合 的 な 計 画 を 共 同

し て 作 成 す る た め 、協 議 に よ り 規 約 を 定 め 、普 通 地 方 公 共 団 体 の 協 議 会

を 設 け る こ と が で き る 。  

２  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、協 議 会 を 設 け た と き は 、そ の 旨 及 び 規 約 を 告 示

す る と と も に 、都 道 府 県 の 加 入 す る も の に あ つ て は 総 務 大 臣 、そ の 他 の

も の に あ つ て は 都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  第 一 項 の 協 議 に つ い て は 、関 係 普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 を 経 な

け れ ば な ら な い 。た だ し 、普 通 地 方 公 共 団 体 の 事 務 の 管 理 及 び 執 行 に つ

い て 連 絡 調 整 を 図 る た め 普 通 地 方 公 共 団 体 の 協 議 会 を 設 け る 場 合 は 、こ

の 限 り で な い 。  

４ ～ ６ 項  略  

(協 議 会 の 組 織 の 変 更 及 び 廃 止 ) 

第 ２ ５ ２ 条 の ６  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、普 通 地 方 公 共 団 体 の 協 議 会 を 設 け

る 普 通 地 方 公 共 団 体 の 数 を 増 減 し 、若 し く は 協 議 会 の 規 約 を 変 更 し 、又

は 協 議 会 を 廃 止 し よ う と す る と き は 、第 ２ ５ ２ 条 の ２ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項

ま で の 例 に よ り こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

参考資料 
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（1）両市町議会の議決 

議   第       号  

平成  年  月  日提出  

 

熊本市・城南町合併協議会の廃止について（案） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び第２５２条の

６の規定により、熊本市・城南町合併協議会を平成２２年３月２２日限りで廃止す

ることについて、協議を行うため、議決を求める。 

 

○○○長  ○ ○ ○ ○  

 

 
 

（2）両市町長の協議 

 
   熊本市・城南町合併協議会の廃止に関する協議書（案） 

 熊本市・城南町合併協議会の廃止について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の２第１項及び第２５２条の６の規定により、次のとおり定めるものとす

る。 

１ 協議会は、平成２２年３月２２日限りで廃止するものとする。 
２ 協議会規約第２０条の規定による決算は、熊本市においてこれを協議会の監査委

員であった者の審査に付し、当該監査委員であった者は、監査の結果を熊本市長に

報告するものとする。 
３ 決算により生じた余剰金については、熊本市に帰属するものとする。 
４ 前３項に定めるもののほか、協議会の廃止に伴い必要となった事項については、

両市町が協議のうえ定めるものとする。 

 平成  年  月  日 

熊本市長 幸 山 政 史  

城南町長 八 幡 紀 雄  

 
 
 
 
 
 

参考資料 
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（3）両市町の告示 

 

告  示  第      号 

平成   年   月   日 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び第２５２条の６

の規定により、熊本市・城南町合併協議会を平成２２年３月２２日限りで廃止するの

で、地方自治法第２５２条の２第２項の規定により告示する。 

 

○○○長  ○ ○ ○ ○  

 
 

 
 

（4）熊本県知事への届出 

政指発第     号 

城企財第     号 

平成  年  月 日 

 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 様 

 
熊本市長 幸 山 政 史   

城南町長 八 幡 紀 雄   

  

熊本市・城南町合併協議会の廃止について（届出） 
 
 熊本市及び下益城郡城南町は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条

の２第１項及び第２５２条の６の規定に基づき熊本市・城南町合併協議会を廃止する

ので、同法第２５２条の２第２項の規定により関係書類を添えて届け出ます。 
 
関係書類 
① 熊本市・城南町合併協議会を廃止した理由 
② 熊本市及び下益城郡城南町の議会の議決証明書 
③ 熊本市・城南町合併協議会の廃止に関する協議書の写し 
 

参考資料 

（案）

（案）
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〔 その他 〕 
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熊本市・城南町合併協議会 

事務事業調査票 
作業部会名：  健康福祉部会       

協議項目 4 各種福祉制度 小項目名 01 熊本市優待証 

 

制  度  比  較 

 熊 本 市 城 南 町 

市

町

別

内

容 

高齢者、障がい者及び被爆者の積極的な外出を支援し、

健康で生き生きとした生活を送っていただくよう、熊本市

の公共施設の入場料や市内を運行するバス・電車の利

用を優待する熊本市優待証(通称:さくらカード）を交付す

る。 

＜対象者＞ 

・70 歳以上の高齢者 

・3 級以上の身体障がい者、B1 以上の知的障がい者、 

3 級以上の精神障がい者 

・被爆者手帳の交付を受けた者 

バス･電車の利用にあたっては、次の割合による本人負

担により、運賃に換算して5000円分乗車できるプリペイド

カード（おでかけ乗車券）を購入し、さくらカードの提示に

より運賃を支払う。 

・高齢者・被爆者→運賃の 2 割（1,000 円） 

・障がい者    →運賃の 1 割（  500 円) 

 

平成 17 年度決算  690,351 千円 

平成 18 年度決算  648,368 千円 

平成 19 年度決算      631,245 千円 

 

 

 

 

 

該当なし 

相
違
点
と
課
題 

 

 

 

協 議 内 容 
城南町の高齢者、障がい者及び被爆者の方々について、どのように取り扱うのか。 

合併協議会 
協議結果 

（調整方針） 
新市の事業として継続し、利用方法については、今後関係機関と協議・調整を行う。 

第 6回合併協議会 

承 認 
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熊本市優待証（さくらカード）と「おでかけ乗車券」を使用したバスの利用について 

 

【 利用方法 】 

 

（１）市内で乗車し、市外で降車する場合（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市外で乗車し、市内で降車する場合（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市内で乗車し、市外区間を通過して市内で降車する場合 

 

 

 
 

市

 

外

市 

 

外 

市

 

内

市 

 

内 

熊本バス城南営業所で乗車

熊本バス城南営業所で降車イオンモール熊本クレアで乗車 

市 内 下 車 市 内 乗 車 

市内に入って最初の停留所 

（下り：千町までの料金 130 円）

イオンモール熊本クレアで降車

（千町からの料金 130 円） 

市内の最終停留所 

（上り：千町）

①整理券を取らず

「おでかけ乗車券」

をカードリーダー

（乗車口）へ通す。 

②さくらカードを提示

し、ここまでの運賃を「お

でかけ乗車券」をカード

リーダー（降車口）へ通

し、一旦支払う。 

↓ 

③整理券を取るか、ツー

ユーカードを利用の場合

はカードリーダー（乗車

口）へ通す。 

④千町からの運賃 130

円を現金か、ツーユー

カード利用の場合はカ

ードリーダー（降車口）

へ通し、支払う。 

①整理券を取るか、

ツーユーカード利

用の場合はカード

リーダー（乗車口）

へ通し、乗車する。 

②千町までの運賃 130 円を

現金か、ツーユーカード利

用の場合はカードリーダー

（降車口）へ通し、支払う。

↓ 

③「おでかけ乗車券」をカ

ードリーダー（乗車口）へ

通す。 

④さくらカードを提

示し、千町からここま

での運賃を「おでかけ

乗車券」をカードリー

ダー（降車口）へ通し

て支払う。 

①整理券を取らず「お

でかけ乗車券」をカー

ドリーダー（乗車口）

へ通す。 

②さくらカードを提示

し、ここまで運賃を「お

でかけ乗車券」をカード

リーダー（降車口）へ通

し支払う。 

市外区間通過 

参 考 資 料 
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熊本市・城南町合併協議会 

事務事業調査票 
作業部会名： 都市建設部会   

協議項目 3 都市計画 小項目名 01 都市計画区域及び区域区分 

 

制  度  比  較 

 熊 本 市 城 南 町 

市

町

別

内

容 

（都市計画区域） 

・熊本都市計画区域（区域区分有り）  23,138ha 

・植木都市計画区域（区域区分なし）   137ha 

 

 ※都市計画区域外（旧河内町）    3,447ha 

 

 【行政区域：26,722ha】 

 

（区域区分） 

 市域の大半が区域区分を有する熊本都市計画区域

に指定されている。 

 熊本都市計画区域（23,138ha） 

  ・市街化区域    10,095ha 

  ・市街化調整区域  13,043ha 

 （※市街化区域には用途地域を指定している。） 

 

（都市計画区域） 

・城南都市計画区域（区域区分なし） 3,618ha 

 

 ※都市計画区域外（国有林）      70ha 

 

 【行政区域：3,688ｈａ】 

 

 

（区域区分） 

 区域区分なし 

 

 

  ・用途地域（８用途）  213ha 

 

相

違

点

と

課

題 

（相違点） 

・熊本市と城南町は、別々の都市計画区域を形成している。 

（課題） 

・市街化調整区域に設定された場合、集落内開発制度による激変緩和措置の適用について。 

 

協 議 内 容 
都市計画区域の存続・統合について 

区域区分の指定について 

合併協議会 
協議結果 

（調整方針） 

都市計画区域については、現行のまま引き継ぐ。 

区域区分（線引き）については、合併後に政令指定都市となる場合に行い、同時に集落内開発

制度の適用を行う。 

第 4回合併協議会 

承 認 
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市街化調整区域における集落内開発制度について

（熊本市開発許可の基準等に関する条例の一部改正）

熊本市では、都市計画法第３４条第１１号に基づき、開発許可の基準等に関する条例を
一部改正(平成２１年1２月議決)し、市街化調整区域における集落内開発制度を平成２２

年４月１日から実施する。

熊本都市計画区域外の、富合地区、植木町及び城南町については、都市計画法第７条
の規定に基づき、市街化区域と市街化調整区域の区域区分を政令指定都市移行後に行
うことになり、区域区分の指定に併せ集落内開発制度の区域指定を行うものである。

（１）区域指定方針

熊本市都市計画課

建築物の敷地間隔が６０ｍで連たんしている集落の最も外縁の建築物の敷地の外側に存
する地形地物（道路、河川、水路、斜面地等）を基本とする。道路が地形地物となる場合、こ
れに接する建築物の敷地まで区域内とする。さらに農地転用ができない土地、災害の恐れ
のある区域等他法令による制限を受ける地域を除いたラインを区域指定ラインとする。

区域境界について

60m超

農地転用ができない
区域

地形地物に接して
いるため区域内

地形地物に接して
いないため除外

地形地物の内に
入るため区域内

60m超

6０ｍで連たんする集落の
ライン

区域指定ライン

境界が道路、河川その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより区切られた区域

集落内開発制度の目的

集落の生活環境の向上やコミュニティの維持・活性化を図るため、集落内開発制度によ
り定住促進などのための土地利用を誘導する。

参考資料

［制度の内容］
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河川
農地転用ができ
ない区域

斜面地等

敷地間隔６０ｍライン

区域指定ライン

地形地物（外縁
の道路）に接す
る敷地まで区域
に含む

農地転用ができな
い土地は除外

急傾斜地崩壊危
険区域

最も外縁の敷地の外
側に存する地形地物
（道路、斜面地）まで

災害の恐れがあるため除外

40以上

ア．建築物の敷地間隔６０ｍ以内で４０以上の建築物が連たんしている場合

イ．１０以上の建築物が敷地間隔６０ｍで連たんしている２以上の区域が主要な道路を共通
している場合

40未満

農振農用地区域等、農地転用ができない区域

40未満

150m以内
外側の建築
物は対象外

集落間に存する建築
物は区域に含む

敷地間隔６０ｍライン 区域指定ライン

合計４０以上で指定

ウ．市街化区域に隣接し、敷地間隔６０ｍ以内で２０以上の建築物が連たんしている場合

市街化区域 農振農用地区域
等、農地転用が
できない区域

20
以
上

全体で４０以上

敷地間隔６０ｍライン 区域指定ライン

その他、幅員４ｍ以上の道路、排水施設、給水施設が区域内に適当に配置されていること。
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（２）建築可能となる用途

建築物のイメージ

１戸の床面積が５０
㎡以上の共同住宅

（２）共同住宅

通常規模のコンビ
二、小規模なスー
パー等が可能

（４）日用品販
売店舗

日用品販売店、小
規模のコンビ二、理
髪店、飲食店等が
可能

敷地の外周の６分
の１以上を道路に
接すること。

（３）店舗と住
宅の併用建
築物

戸建住宅

分譲住宅も可能

（宅地分譲は不可）
（１）戸建住宅

建築物の例建築可能な
用途

※青字部分は開発許可申請の手引きにより指定

高さ１０ｍ
以下

敷地面積200㎡以上
500㎡以下

外壁後退距離１ｍ以上

建ぺい率４０％以下、
容積率80％以下

高さ９ｍ
以下

敷地面積２００㎡以上
500㎡以下

外壁後退距離１ｍ以上

建ぺい率３０％以下、容積率80％以下

建築基準法上の道路（幅員４ｍ以上）

敷地の１０％
以上の緑地

高さ１０ｍ
以下

敷地面積200㎡以上
500㎡以下

外壁後退距離１ｍ以上

建ぺい率４０％以下、容積率80％以下

店舗部分の延床面積は150㎡
以下かつ１階の２分の１以上

敷地の１０％以上の緑地

建築基準法上の道路

高さ９ｍ
以下

外壁後退距離１ｍ以上

幅員９ｍ以上で、歩道を有する道路

敷地の１０％
以上の緑地

建ぺい率３０％以下、容積率80％以下、延床面積500㎡以

下

建築基準法上の道路

住宅部分の
延床面積は
150㎡以下

23



城南町合併特例区 

設置の目的 

合併により住民の声が行政に届きにくくなるのではないかという不安を取り除き、地域

の特性を生かした住民主体のまちづくりを進めるために設置され、旧城南町において独自

に行ってきた事務・事業等を処理するほか、地域振興に関するさまざまな事柄について審

議等を行い、住民の意見を行政に反映する役割を担う。 

名称・区域 

旧城南町の区域に合併特例区を設置し、名称は「城南町」とする。 

設置期間 

平成２２年３月２３日から５年間 

事務所の位置 

旧町の役場（合併後の総合支所）の位置 

処理する事務 

 （１）コミュニティ関連施策 

○ 自治活動（嘱託員会）支援事業 

○ 体育協会活動支援事業 

○ 文化協会活動支援事業 

○ 防犯パトロール隊活動支援事業 

   ○ 水環境整備活動支援事業 

（２）地域振興イベント並びに文化及び伝統の継承 

○ 成人式事業 

○ 戦没者慰霊祭事業 

○ 福祉まつり事業 

○ 火の君まつり事業 

○ 夏まつり事業 

○ 体育大会・教室事業 

・町民体育祭事業 

・ウォークラリー大会事業 

・チーム対抗ボウリング大会事業 

    ・熊本 10 マイル公認ロードレース大会事業 

・スポーツ教室事業 

（３）地域教育支援事業 

   ○ 教育支援事業                

○ 火の君教育研究所事業           教育委員会の事業として 

○ 人材育成活動助成事業           実施するため 

   ○ 英語指導助手事業 

   ○ 人権教育啓発事業「人権フェスタ」 

 

※ 市町村の合併の特例等に関する法律に基づく、新市基本計画の進行管理を行う。 
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建設課

市長

副市長

企画財政局

城南総合支所

まちづくり交流室

市民生活課

税務課

保健福祉課

建設班

総務課

城南出張所

城南営業所

城南町農業委員会

総務班

保健福祉班

まちづくり班

産業振興班

産業振興課

区長

事務局長

事務局次長

支所長

支所次長

生涯学習部

文化財課

城南分室

熊本市農業委員会

上下水道局

教育委員会

学校教育部

城南総合支所・城南町合併特例区等の組織

【熊本市役所】 【城南町合併特例区】

〔　兼　務　〕

※ 城南総合支所内に
　 勤務する職員が合
　 併特例区の職員を
　 兼務し、合併特例
　 区の業務にあたり
　 ます。
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